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アナログ規制の見直しについて
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デジタル化の遅れが最大の要因の一つ
（出典）内閣府（2021年9月）「令和3年度年次経済財政報告」をもとに作成

1



2

33.3% 38.7%

2037年 2070年

高齢化率(65歳以上の割合）

1/3人 1/2.6人

少子高齢化による人口減少が進行
2（出典）内閣府（2023年）「令和5年版高齢社会白書（全体版）」をもとに作成

※65歳以上の割合
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2022年 2070年

2.0人 1.3人12.1人

1950年

65歳以上を支える割合

あらゆる産業・現場で人手不足が深刻化

3（出典）内閣府（2023年）「令和5年版高齢社会白書（全体版）」をもとに作成

※15～64歳の者が65歳以上の者を支える割合
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デジタル化を加速するための
政府の取組について



構造改革のためのデジタル原則

5
（出典）デジタル臨時行政調査会作業部会（第１回）（2022年２月10日）「資料4デジタル原則への適合性の点検・見直し作業の方針案」より抜粋

第７層 新たな価値
の創出

改革を通じて実現すべき価値
（デジタル社会を形成するための基本原則：①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安全・安心 ④継続・安定・強靱

⑤社会課題の解決 ⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 ⑩飛躍・国際貢献）

アーキテクチャ 構造改革のためのデジタル原則（案）

第６層 業務改革・
BPR／組織

原則①
デジタル完結・自動化原則

書面、目視、常駐、実地参加等を義務付ける手続・業務について、
デジタル処理での完結、機械での自動化を基本とし、行政内部も含
めエンドツーエンドでのデジタル対応を実現すること。国・地方公
共団体を挙げてデジタルシフトへの組織文化作りと具体的対応を進
めること。

第５層 ルール
原則②
アジャイルガバナンス原則
（機動的で柔軟なガバナンス）

一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を規定
して達成に向けた民間の創意工夫を尊重するとともに、データに基
づくEBPMを徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善を可能とすること。
データを活用して政策の点検と見直しをスピーディに繰り返す、機
動的な政策形成を可能とすること。

第４層 利活用環境
原則③
官民連携原則
（GtoBtoCモデル）

公共サービスを提供する際に民間企業のUI・UXを活用するなど、
ユーザー目線で、ベンチャーなど民間の力を最大化する新たな官民
連携を可能とすること。

第３層 連携基盤
原則④
相互運用性確保原則

官民で適切にデータを共有し、世界最高水準のサービスを享受でき
るよう、国・地方公共団体や準公共といった主体・分野間のばらつ
きを解消し、システム間の相互運用性を確保すること。

第２層 データ 原則⑤
共通基盤利用原則

ID、ベースレジストリ等は、国・地方公共団体や準公共といった主
体・分野ごとの縦割で独自仕様のシステムを構築するのではなく、
官民で広くデジタル共通基盤を利用するとともに、調達仕様の標準
化・共通化を進めること。第１層 インフラ
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デジタル化を阻害する規制の点検・見直しを進める

消防庁においては、消防用設備等ごとに、新たな技術が開発された場合には当該技術を活用することによる点検基
準の合理化を 進めてきたところ。 例えば、自動試験機能を有する自動火災報知設備については、「異常が記録装置
に記録されていないこと」を定期確認することで、 機器点検における感知器の機能試験や総合点検における感知器
の感度試験などの点検項目を免除することが可能となるよう、消防庁告示の改正を行っている。

（出典）デジタル臨時行政調査会作業部会（第６回）（2022年３月18日）「資料４総務省消防庁からの提出資料」をもとに作成

消防庁における実地監査のアナログ規制見直しに関する例

6

個別の法律ではなく一括で見直しデジタル化を加速

実地監査



1,034件 217件1,062件 772件 1,446件 2,095件74件2,927件

法令４万以上の中から
約１万条項を洗い出し、８項目に類型化

デジタル化を阻害する規制の点検

（出典）デジタル庁（2023年10月11日）「2022年9月-2023年8月 デジタル庁年次報告書」をもとに作成 7
7

定期検査・点検 実地監査 常任・専任 書面掲示 対面講習 往訪閲覧・縦覧目視 FD等記録媒体



8

デジタル化を阻害する規制の見直し

規制 テクノロジー
テクノロジーマップで
一括的な規制の見直し

テクノロジーマップを参照し
令和6年6月までの2年間で一括的な規制の見直し

8

感知器の機能試験
（機器点検）

実地監査



・現場の人手不足の問題を解消し、生産性を高め、所得の
向上につなげる
例）建設現場における技術者の配置専任規制 → 遠隔での監督等デジタル技術の利活用の検討開始

・アナログ規制を見直し、デジタルの力を最大限発揮する
ことで経済成長を実現
（経済効果の例）中小企業のAI導入：推計11、行政手続コスト20%削減：推計1.3兆円

・先端的な技術を迅速に所管省庁の現場がとりこむことで
社会全体のDXを加速
例）国交省の道路点検では、点検ガイドラインの整備を基軸に、最新技術を現場で活用、こうした取組を全省庁に横断
的に拡大し、我が国の行政が迅速にテクノロジー 活用する基盤を作る

（出典）デジタル臨時行政調査会（第３回）（2022年３月30日）「資料１デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しの進捗と課題について」をもとに作成
9

アナログ規制改革によるねらい
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アナログ規制改革による効果



GDP 約３.６兆円の経済効果

０.６兆円 ３兆円
アナログ作業コスト削減により、割
かれていた労働力や時間を他分野に
振り向けることで増加する付加価値

デジタル技術導入に伴う公共投
資・民間設備投資等の最終需要増
加を指す

間接効果額直接効果額

（出典）デジタル庁（2023年９月）「アナログ規制の見直しによる経済効果（中間報告）」をもとに作成 11
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（出典）デジタル庁（2023年10月11日）「2022年9月-2023年8月 デジタル庁年次報告書」
およびデジタル庁（2023年９月）「アナログ規制の見直しによる経済効果（中間報告）」をもとに作成

約２.９兆円の費用対効果

1兆9,070億円 1,300億円4,200億円 20億円 30億円 4,200億円

12
12

1,034 件

定期検査・点検

74 件

実地監査

1,062 件

常任・専任

772 件

書面掲示

217 件

対面講習

1,446 件

往訪閲覧・縦覧
2,927 件

目視

2,095 件

FD等記録媒体
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技術を活用したアナログ規制の見直し
事例について



デジタル技術を活用した規制の見直しの事例（定期検査）

14

（出典）デジタル臨時行政調査会作業部会（第10回）（2022年５月18日）「資料１環境省 水・大気環境局からの提出資料」をもとに作成

都道府県等が立入検査等により個別に確認 都道府県等がリアルタイムで網羅的に
把握が可能

規制により、排出ガス中の物質ごと、施設の種類ごと、排出ガス量
ごと 等により 「常時」、「２か月に１回」など、測定頻度を規定

Phase1 Phase2

14

定期検査・点検



デジタル技術を活用した規制の見直しの事例（目視）

15
（出典）デジタル臨時行政調査会作業部会（第12回）（2022年８月９日）「資料４内閣府 政策統括官（防災担当）からの提出資料」より抜粋 15

目視



デジタル技術を活用した規制の見直しの事例（目視）

16
（出典）デジタル臨時行政調査会作業部会（第４回）（2022年3月10日）「資料１国土交通省 水管理・国土保全局からの提出資料」より抜粋 16

目視



デジタル技術を活用した規制の見直しの事例（FD）

17

（出典）デジタル庁（2023年10月11日）「2022年9月–2023年8月 デジタル庁年次報告書」をもとに作成 17

フロッピーディス
ク等の記録媒体の
提出が必要

改正後 パソコン、スマート
フォン等で手続きが
可能に

フロッピーディスク等記録媒体による申請等のオンライン化

特定の場所において書面で提示されていたものがインターネット
で閲覧可能に いつでもどこでも必要な情報を確認できるように

フロッピーディスク等の使用を規定する約2,100条項について、
①オンライン手続やクラウド利用等に関する規定を整備するとともに、
②旧式の媒体の使用を規定する条項の削除等を実施。



デジタル技術を活用した規制の見直しの事例（一覧）

18

（出典）デジタル臨時行政調査会（第６回）（2022年12月22日）「資料1 デジタル原則を踏まえた工程表の確定とデジタル規制改革推進のための一括法案について」
より抜粋 18
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テクノロジーマップを活用した
規制見直しの推進



テクノロジーマップ①（規制の判断・対応内容）

20

（出典）デジタル庁ウェブサイト「テクノロジーマップ・技術カタログに関する取組 テクノロジーマップ（10月６日公表）」より抜粋
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/regtechmap#regtechmap 20



テクノロジーマップ②（規制に基づき実施する業務内容）

21
21（出典）デジタル庁ウェブサイト「テクノロジーマップ・技術カタログに関する取組 テクノロジーマップ（10月６日公表）」より抜粋

https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/regtechmap#regtechmap



様々なステークホルダーに対するテクノロジーマップの効果

22

規制所管省庁
に対して

デジタル技術
を保有する事
業者に対して

規制の対象
となる事業者
に対して

その他民間
企業に対して

特定の規制のデジタル化検討時に、同類型の規制のデジタル化の方向
性も踏まえたうえで、どのような技術が活用可能であり、その成熟度
がどの程度か/どのような技術的検証が必要か、を容易に把握できる

自身の技術を活用した新たなビジネス機会を把握し、積極的な市場参
入を促すと共に、自らの技術をカタログに掲載することで、営業ツー
ルとして活用できるようにする

自身が対象となっている規制にどのような技術活用の余地があり、実
際に技術を活用するためにはどのベンダーにアクセスすれば良いか、
を容易に把握できる

公的な規制と同様のプロセスを実施している企業が、最新の技術に基
づく自身のプロセスのデジタル化余地を把握し、自社のプロセスの効
率化・高付加価値化を検討するうえでの参考情報とする

（出典）デジタル庁（2023年８月）「テクノロジーベースの規制改革（テクノロジーマップ・技術カタログ整備）の検討経緯」をもとに作成
22



テクノロジーマップと技術情報の全体像

23

（出典）デジタル臨時行政調査会作業部会テクノロジーベースの規制改革委員会（第４回）（2023年2月9日）「資料2 「テクノロジーベースの規制改革」の
当面の進め方について」をもとに作成

テクノロジーマップ 技術カタログ

デジタル庁

ガイドライン 技術活用に際し、横断的に参照すべき文書群。
サイバーセキュリティなどの関連文書等を想定。

技術解説記事、調査レポート、技術導入事例や規
制見直し事例など技術理解を深めるために有用な
情報群。

特定の技術群についての詳細な内容
や、具体的な製品・サービス情報。
技術保有者からの登録に基づく。

ガイドブック
特定の技術群に関連した利用、運用に際して参照
すべき文書群。
業界団体等が整備したもの等を想定。

技術解説記事等

利用規約／マニュアル

技術保有企業 団体／個人

各種情報の位置づけ、扱い、制約、責任などを明
記した文書。

規制所管省庁

23



アナログ規制見直しの今後の展望

24

技術を活用したアナログ規制見直しの理解促進

インセンティブ設計等、テクノロジーの実装・普及に向けた課題
解決

「規制の見直し」と「技術の進展」の好循環を生み出すエコシス
テムの形成

24


